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公の施設の指定管理者監査の結果について（報告）  

 

 地方自治法第１９９条第７項に基づき公の施設の指定管理者監査を実施したので，その結果を

同条第９項の規定により報告します。  
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指定管理者監査報告書 
 
 
１ 監査の期日及び実施場所 
   期  日：令和５年６月１日 
   実施場所：総社市スポーツセンター体育館（きびじアリーナ） 

 
２ 監査対象及び所管部署並びに範囲 
 

指定管理者 対象施設 所管部署 

ファジアーノ岡山・NCP スポーツ
コンソーシアム総社 

総社市スポーツセンター等
体育施設  
・総社市スポーツセンター  
・総社市総社北公園陸上競技

場  
・総社市武道館  
・総社市山手スポーツ広場  
・総社市高梁川河川敷グラウ

ンド  

文化スポーツ部 
スポーツ振興課 

 
範囲：令和４年度における公の施設の指定管理者の当該管理業務に係る出納その他の事務 

 
３ 監査の方法等 

公の施設の指定管理に係る出納及びその他の事務が法令・協定書等に従い適正かつ効率
的に執行されているかどうか，また，指定管理者制度の目的に沿った運営がなされている
かどうかを主眼に実施した。 

監査に当たっては，監査対象施設及び所管部署から関係書類の提出を求め，事務局職員
が証拠書類との照合等のほか，監査対象施設に出向き関係職員から説明を求めるなどによ
り実施した。 

なお，指定管理者内部帳票，出退勤，休暇，時間外勤務管理等については電子化管理さ
れているため，今回審査対象外とした。 

 
 
４ 対象施設の概要 

総社市スポーツセンター等体育施設  対象施設は次表のとおり。  



    

５ 指定管理の状況 
（１）指定管理期間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

   （２）指定管理者が行う業務 
①体育施設の使用の許可に関する業務 
②体育施設及び設備等の維持管理に関する業務 
③使用料の徴収及び減免に関する業務 
④体育施設の設置目的を達成するために必要な業務 
⑤体育施設の利用者の利便性を向上させるために必要な業務 
⑥前５号に掲げるもののほか，体育施設の管理運営に関する業務のうち，市長の権限に 

属する事務を除き，市長が必要と認める業務 
 
 
６ 指定管理料の状況 
   総社市からの指定管理料として，令和４年度は，１億５００万円受け入れしている。これ

は，令和４年度における当該指定管理に係る事業活動による収入額の約６７％にあたる。 
   なお，総社市からの指定管理料は，月払で，月額８７５万円である。 
 
 
７ 監査の結果  

指定管理者監査を実施した結果，基本協定書等に定める公の施設の指定管理に関する事
務の執行及び管理業務の実施状況については，施設の目的に沿ったものであり，概ね適正
に執行されているものと認められた。 

名称  位置  主な施設  

総社市スポーツセンター  総社市三輪 1300番地  体育館，野球場，  
ﾃﾆｽｺｰﾄ，ﾌﾟｰﾙ，多目的広場  

総社市総社北公園陸上競技場  総社市福井 1200番地  陸 上 競 技 場 ， ﾃﾆｽ ｺ ｰﾄ，
多目的広場  

総社市武道館  総社市真壁 423番地 1 柔道場，剣道場，  
弓道場，多目的 ﾎｰﾙ 

総社市山手スポーツ広場  総社市宿 1778番地 1 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ， ﾃﾆｽｺｰﾄ 

総社市高梁川河川敷グラウンド  総 社 市 真 壁 100 0番
12地先河川敷  芝 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 



８ 監査委員の意見  
対象団体は，総社市スポーツセンター等体育施設５施設を管理，運営するため，株式会 

社ファジアーノ岡山スポーツクラブを代表企業として，株式会社エヌ・シー・ピーととも
に結成された共同事業体（コンソーシアム）である。プロポーザル方式により指定管理者
に選定され，令和４年４月１日から総社市スポーツセンター等体育施設５施設を管理，運
営している。 

会計事務については，引き続き適正な事務処理に努めていただきたい。 
施設管理については，施設の経年変化が進行する中，施設改良，維持管理，利用促進の 

構想に前向きに取り組んでいる旨の説明を受けた。引き続き安全に配慮いただき，総社圏
域におけるスポーツ振興事業について，プロサッカーチームや育成組織の運営及び商業ス
ポーツ施設運営等のノウハウ活用等により，将来を見据えた積極的な推進を図られたい。 

本施設の認知度をより広く上昇させ，魅力向上に努め，今後とも市民から愛される施設であ
ることを期待するものである。 

なお，施設の充実や老朽化施設の長寿命化の実施については，総社市の財政事情が影響
するものである。屋外施設は天候の影響を受けやすく，北公園陸上競技場や市営プールな
どは，利用が限られている状況である。所管部署においては，各施設の利用状況や老朽化
の状況を総合的に勘案し，各施設のあり方を検討されたい。 


